
令和７・８年度入札参加資格定期申請説明会（工事）

１，入札参加資格申請の概要

２，申請資格・総合評定値

３，申請の方法（システム入力）

４，添付書類（県内業者・県外業者別）

５，準地域内

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ 日
土木総務課建設産業対策室
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１，入札参加資格申請の概要
１）島根県と県内１６市町（以下、参加自治体）は共同で審査を実施

２）申請方法は「資格申請システム」を利用した電子申請＋共通添付書類及び個別添付書類を申請自治体に送付する方法としてい
ます。（※個別添付資料は各自治体により異なるため各自治体の手引きを確認してください）

３）共通審査項目は共通審査自治体が審査をし、個別審査項目は各自治体が審査をするといった審査体制としています。
４）共通審査自治体の決定方法は以下の順番で決定する。

①申請自治体が１つの場合 ⇒ 申請する自治体
②申請自治体が複数で、申請先に島根県を含む場合 ⇒ 島根県
③ 〃 、申請先に島根県を含まない場合 ⇒ 本社を有する市町（参加自治体）
④ 〃 、申請先に島根県及び本社を有する市町を含まない場合で委任する支店・営業所が１つの場合

⇒委任する支店、営業所等を有する市町（参加自治体）
⑤上記以外の場合 ⇒ 申請者が任意で決める

５）締め切りは経営事項審査を受ける時期により異なります。
令和７６年１２月１６日締切対象者 ⇒ 1月〜9月に経営事項審査を受ける者（結果通知が10月末までに届く者）

令和８７年１月１６日締切対象者 ⇒ 10月〜12月に経営事項審査を受け者（結果通知が11月及び12月に届く者）

参加自治体一覧

島根県 松江市 安来市 雲南市 奥出雲町 飯南町 出雲市 大田市 美郷町

川本町 邑南町 江津市 浜田市 益田市 津和野町 吉賀町 隠岐の島町
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２，申請資格・総合評定値
１）以下の者は、島根県建設工事の競争入札への参加資格を申請することが出来ません。

① 地方自治法施行令第１６７条の４に該当する者
・当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 ・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三十二条第一項各号に掲げる者

② 暴力団員が実質的に経営を支配する業者、又はこれに準ずるものとして、警察当局から島根県発注工事等からの排除要請
があり、当該状態が継続している者

２）以下の要件を満たす者であることが審査により確認できなければ、入札参加資格申請を認定することが出来ません。
③ 申請しようとする業種の建設業許可を受けている者
④令和７年１月１日時点で有効な経営事項審査の結果通知を受けている者
⑤申請する業種の、経営事項審査結果における年間平均完成工事高を有する者。または、審査基準日以降に施工実績が有るこ
とが証明できる者

⑥島根県における県税(個人の県民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)の未納の徴収金がない者
⑦ 消費税及び地方消費税の未納の税額がない者
⑧ 加入義務のある社会保険等（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）に加入している者

【アスファルト舗装を申請する場合】
⑨アスファルトフィニッシャーを保有している者（継続的なリース契約等により確実に調達されていると認められる場合を含

む。）で、そのオペレーター及び舗装施工管理技術者を常時雇用している者。
【法面工事】

⑩種子吹付機、モルタル吹付機、鉄筋挿入機械（削孔機械）並びにグランドアンカー施工機械（削孔機械）のいずれかを保有
していること（継続的なリース契約等により確実に調達されていると認められる場合を含む）
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２，資格要件・総合評定値
２）総合評定値

・県外業者 ⇒ 経営事項審査の結果（客観点数）
・県内業者 ⇒ 経営事項審査の結果（客観点数）＋特別点数（主観点数）

３）特別点数
・各自治体により特別点の項目が異なるため、詳細は自治体の手引き（個別編）を確認する必要がある。
・島根県の特別点は技術力、社会性、地域貢献、法令遵守の４項目で構成
・加点を希望する項目は、システムで個別情報を入力する際、希望欄にチェックを入れ必要添付書類を対象自治体に送付する。
・特別点の概要及び一覧はＨＰに掲載してあるため、その資料を確認
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３，申請の方法（システム入力）【手引き(操作マニュアル編)参照】〜予備登録
※資格申請システムの入力にあたっては、資格申請操作マニュアルを参照してください。

資格申請システムを初めて利用される方は予備登録が事前に必要となりますので申請前に行ってください。
R4〜６年度入札参加資格を得ている業者は継続申請となりR4〜６年度入札参加資格申請の際に設定したID・パスワードを使用します。

①
②

③

必要事項を入力
・「＊」がついている項目は必須入力です。
・外字については入力できない文字があるため、置き換え

文字を使用するか該当がない場合は ひらがなで入力してください。
・各項目右側に入力方法が記載しあるものは、それに従って入力してください。
・資格申請パスワードは任意のパスワードを入力してください。

入力文字数は６文字以上２０文字以内です。
※本登録において使用しますので、申請者が記憶しやすく第三者が推測しにくい

文字列を考えて入力してください。
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３，申請の方法（システム入力）〜予備登録
①内容確認後、「登録」を押下

②当画面を印刷
大切に保管してください。

③印刷後、「トップ画面に戻る」を押下
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３，申請の方法（システム入力）〜予備登録
①入力したメールアドレス宛てに以下のメールが送付されます。

メールに記載されている「確認用ＵＲＬ」をブラウザに入力しますと、「パスワード発行画面」へ遷移します。

②「パスワード発行」画面が表示されることで予備登録が完了となります。
「ＩＤ・パスワード通知メール」が送付されます。
メールに「資格申請ＩＤ」が記載されていますのでご確認ください。

P.7



３，申請の方法（システム入力）〜本登録（申請概要）

←前年度入札参加資格の認定がされている場合は「継続申請」となります。

①内容を確認

②上記内容に誤りがなければ「次へ」を押下
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３，申請の方法（システム入力）〜本登録（業者基本情報）

①必要事項を入力
・「＊」がついている項目は必須入力です。
・外字については入力できない文字があるため、置き換え

文字を使用するか該当がない場合は ひらがなで入力し
てください。

・フリガナ以外の項目は予備登録等の内容が反映されます。
・各項目右側に入力方法が記載しあるものは、それに従っ

て入力してください。
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３，申請の方法（システム入力）〜本登録（業者基本情報）

②本店が許可の「主たる営業所」と同じか異なるかを
選択してください。

③外資系企業（日本国籍を含む）の場合は該当する区分
を選択してください。

④ISOを取得している場合は、取得状況を入力してく
ださい。
取得番号は数字のみの上位１０桁を入力してください。

例）ABC-123-EFG-0000456789 の場合 → 1230000456

⑤報告義務の有無は管轄の公共職業安定所（ハローワー
ク）に確認してください。

⑥該当項目の入力後、「次へ」を押下
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３，申請の方法（システム入力）〜本登録（担当者・行政書士情報）

①必要事項を入力

←ここに入力されたアドレス宛に修正指示や認定完了等のメールが送付されます。
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３，申請の方法（システム入力）〜本登録（担当者行政書士情報）

②該当があれば入力

③該当項目入力後、「次へ」を押下
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３，申請の方法（システム入力）〜本登録（営業所情報）

①入札や契約等を委任する営業所・支店等がある場合は新規追加を押下

※「業者基本情報」で本社が「建設業許可の「主たる営業所」と異なる」を選択した場合、新規追加で「主たる営業所」の情報を登録しなかったらエラーが発生し次へ進めません。
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３，申請の方法（システム入力）〜本登録（営業所情報登録）

①(株)等の法人等を表す文字は入力不要です。
受任者が営業所等の代表ではなく、本社〇〇営業部長等の場合は
〇〇営業部と入力してください。

②該当する営業所等の営業範囲を入力してください。
例）中国地方内一円、島根県内一円、出雲市及び周辺市町村等

③申請基準日（R6.11.1）における営業所等に在籍する技術者数を入力してください。

④必要事項を入力後「登録」を押下
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３，申請の方法（システム入力）

①登録した営業所が表示されます。修正が必要な場合は「修正」を押下、削除する場合は「削除」を押下

②必要な営業所をすべて登録後「次へ」を押下
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３，申請の方法（システム入力）

①入札参加資格を申請したい自治体をチェックし、「次へ」を押下
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３，申請の方法（システム入力）

①新規申請の方は入力不要
継続申請の方は必須入力（R4〜６年度の名簿内容照会から確認ができます。）

②申請先自治体ごとに入札参加資格を必要とする本
社又は営業所を選択（ここで表示される営業所は、
「営業所登録」で登録した営業所が表示されます）

③自治体ごとに選択後、「次へ」を押下
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３，申請の方法（システム入力）

①申請先別営業所ごとに個別情報を入力するため「選択」を押下

P.18



３，申請の方法（システム入力）

①各工種ごとに経営事項審査の完工高が表示されます。

②入札参加資格を希望する工種の工事種別ごとに希望欄にチェックを
してください。完工高がない工種をチェックする場合は別途、
実績証明の提出が必要です。

③希望する工種の工事種別ごとに経営事項審査の
完工高内で実績がある場合は「○」を入力して
ください。
希望する工事種別に実績がない場合は空欄とし
てください。でも「〇」を入力してください。
年間平均完工高がなく実績証明書の提出により
申請する工事種別の実績欄にも「〇」を入力し
てください。

ただし、工事種別に※がついている３つの工事
種別ついては実績がないと希望できません。

※

※

※

希望の可否について「まとめ」

・経営事項審査で完工高がある工種の工事種別は
実績の有無にかかわらず希望ができる

・完工高がない場合でも実績証明がある工種の工
事種別は実績の有無にかかわらず希望ができる

・ただし、※がついている工事種別は実績が必要
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３，申請の方法（システム入力）

④工種に続けて特別点の項目があるため県内業者の方は、続けて希望する特別点にもチェックをしてください。

⑤各項目の最後に（※該当人数を入力）とある項目は実績等の欄に数字を入力してください。
それ以外の項目は○を入力してください。

○か数字を入力
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３，申請の方法（システム入力）

※実績等の欄に○を入力する項目はこの備考欄に記載してある○をコピー＆ペーストしてください。
環境依存文字を使用した場合、エラーが出る可能性があります。
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３，申請の方法（システム入力）
⑥本社の技術者数を入力してください。
営業所の場合も本社の技術者数を入力してください。
１人で複数の資格を有している場合は、それぞれ入力
してください。
ただし、同種で１級２級を有する場合は上位等級のみ
入力してください。

⑦必要項目を入力後「登録」を押下
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３，申請の方法（システム入力）

①登録をした営業所は入力済となります。

②各自治体、営業所ごとに個別情報を入力後「次へ」を押下
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３，申請の方法（システム入力）
参考：各自治体ごとに複数の営業所等を登録する場合はコピーが使用できます。
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３，申請の方法（システム入力）

①各項目ファイルをアップロードしてください。
ファイル形式はワードまたはエクセルとしてください。

②すべてアップロード後に「次へ」を押下
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３，申請の方法（システム入力）

・
・
・
・

①申請情報を確認後、印刷をしてください。（個別添付書類で必要となります。）

②印刷後、「申請完了」を押下
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４，添付書類（県外業者）【手引き(共通編)・手引き(個別編)参照】
共通添付書類（すべての書類で押印不要）【手引き共通編 P.4参照】

島根県の個別添付書類（すべての書類で押印不要）【手引き個別編 P.6】
※⑥はシステム入力した場合のみ

※④は経営事項審査で完工高がない工種
を希望した場合のみ

⑦は土木一式、建築一式、法面処理、
舗装工事を希望した場合のみ

⑧法面処理工事を希望した場合のみ
提出書類の詳細は手引き（個別編）
を参照

⑨舗装工事を希望した場合のみ
提出書類の詳細は手引き（個別編）
を参照

郵送による提出 システムアップロードによる提出
①共通添付書類送付票（システムから出力） ⑦営業所一覧表（参考様式）工事−１号

②誓約・同意【共通審査用】（システムから出力） ⑧工事経歴書（参考様式）工事−２号
（法面、舗装を希望する場合、各工種の工事経歴書

は必ず提出すること）③［法人］登記事項証明書（履歴事項全部証明書）（写し可）
［個人］本籍地発行の代表者身分（元）証明書（写し可）

④消費税及び地方消費税の納税証明書（写し可） ⑨技術職員名簿（参考様式）工事−３号

⑤建設業許可証明書（写し） ⑩役員等名簿（共通様式１号）

⑥ＩＳＯ9000S及び14000S認証（写し）

郵送による提出

①個別添付書類送付票（島根県） （システムから出力） ⑦常時雇用している土木一式、建築一式、法面処理、舗
装に関する有資格技術者の資格合格証及び健康保険証
等（最大３名分）②申請者側の入力内容確認画面を 印刷したもの（写）

③経営事項審査結果通知書（写） ⑧法面施工に用いる施工機械に関する書類

④建設工事施工実績証明書【様式第３号】

⑤島根県税納税証明書（写し可） ⑨舗装工事に関する確認書類
・１、２級舗装施工管理技術者に関する書類
・オペレーター に関する書類
・アスファルトフィニッシャーに関する書類
・モーターグレーダー等に関する書類

⑥業態調書【様式第４号】
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４，添付書類（県内業者）【手引き(共通編)・手引き(個別編)参照】

共通添付書類（すべての書類で押印不要）【手引き共通編 P.4参照】

島根県の個別添付書類（すべての書類で押印不要）【手引き個別編 P.6】

島根県の個別添付書類（すべての書類で押印不要）

郵送による提出 システムアップロードによる提出
①共通添付書類送付票（システムから出力） ⑦営業所一覧表（参考様式）工事−１号

②誓約・同意【共通審査用】（システムから出力） ⑧工事経歴書（参考様式）工事−２号
（法面、舗装を希望する場合、各工種の工事経歴書

は必ず提出すること）③［法人］登記事項証明書（履歴事項全部証明書）（写し可）
［個人］本籍地発行の代表者身分（元）証明書（写し可）

④消費税及び地方消費税の納税証明書（写し可） ⑨技術職員名簿（参考様式）工事−３号

⑤建設業許可証明書（写し） ⑩役員等名簿（共通様式１号）

⑥ＩＳＯ9000S及び14000S認証（写し）

郵送による提出

①個別添付書類送付票（島根県） （システムから出力） ⑦常時雇用している土木一式、建築一式、法面処理、舗
装に関する有資格技術者の資格合格証及び健康保険証
等（最大３名分）②申請者側の入力内容確認画面を 印刷したもの（写）

③経営事項審査結果通知書（写） ⑧法面施工に関する確認書
・機械に関する書類
・技術者に関する書類④建設工事施工実績証明書【様式第３号】

⑤島根県税納税証明書（写し可） ⑨舗装工事に関する確認書類
・１、２級舗装施工管理技術者に関する書類
・オペレーター に関する書類
・アスファルトフィニッシャーに関する書類
・モーターグレーダー等に関する書類

⑥業態調書【様式第４号】

※⑥はシステム入力した場合のみ

※④は経営事項審査で完工高がない工種
を希望した場合のみ

⑦は土木一式、建築一式、法面処理、
舗装工事を希望した場合のみ

⑧法面処理工事を希望した場合のみ
提出書類の詳細は手引き（個別編）
を参照

⑨舗装工事を希望した場合のみ
提出書類の詳細は手引き（個別編）
を参照
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４，添付書類（県内業者）島根県特別点関係 【手引き個別編 P.11〜P.20参照】
特別点項目 提出書類（郵送による提出）

①学習CPDS（対象：土木・法面・舗装）
学習CPD（対象：建築）

【(1)CPDS（土木一式・法面・舗装）】（１００ユニット未満は提出不要）
申請日前までの５年間の学習履歴証明書（写）

【(2)建築士CPD（建築一式）】（５０単位未満は提出不要）
過去５年間のCPD取得単位数の証明書（様式8-1号）及び取得単位数一覧表（様式8-2）

【(3)建築施工管理CPD（建築一式）】（２０単位未満は提出不要）
過去５年間の建築施工管理CPD制度実績証明書（様式8-3）又は（一財）建設業振興基金で証
明されたもの（基金の様式6a）

②しまねハツ建設ブランド登録状況
（対象：土木・法面・舗装）

島根県土木部技術管理課より発行された登録通知の写し

③技術者（技能者）の在籍状況
（対象：法面・舗装）

【法面】
個別添付書類で確認できるため、別途提出は不要

【舗装】
個別添付書類で確認できるため、別途提出は不要

④機械の保有状況
（対象：法面・舗装）

【法面】
個別添付書類で確認できるため、別途提出は不要

【舗装】
個別添付書類で確認できるため、別途提出は不要
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４，添付書類（県内業者）島根県特別点関係 【手引き個別編 P.11〜P.20参照】
特別点項目 提出書類（郵送による提出）

⑤障がい者雇用
（対象：土木・建築・法面(右記(3)は対象外)・舗装）

【(1)障がい者の雇用義務のある事業者】
「障害者雇用状況調書【様式第５号】」＋「 ①公共職業安定所に報告した障がい者雇用状況報告書
（写）」＋「②健康保険厚生年金標準報酬決定通知書、身体障害者手帳等、申請日現在の従業員

数、障がい者数の状況が確認できる書類（写）」
【(2)障がい者の雇用義務のない事業者】

「障害者雇用状況調書【様式第５号】」＋「①身体障害者手帳又は療育手帳等の写し」＋「②健康
保険証又は健康保険厚生年金標準報酬決定通知」

【(3)障害者就労支援事業所等からの購入支援を行っている者の場合】
提出書類不要

⑥子育て・女性支援（見まもり運動）
（対象：土木・建築・法面・舗装）

提出書類不要

⑦労働安全対策（災害防止協会加盟）
（対象：土木・建築・法面・舗装）

【(1)島根県建設業労働災害防止協会加盟及び同協会主催の現場安全点検パトロール参加実績証明
書】

提出書類不要
【(2)労働安全講習受講実績】

様式１０号＋受講した研修の修了証（写）
⑧建設業労働者の福利向上
（対象：土木・建築・法面・舗装）

「建設業退職金共済事業加入証明書」、「退職一時金制度導 入を証明する書類（加入証明書又は
就業規則の写し）」、「企業年金制度導入を証明する 書類（加入証明書又は就業規則の写し）」、
「法定外労働災害補償制度加入証明書」（写）
（４つのうち、１つでも無いものがあれば、 提出は不要です。）

⑨次世代育成支援（こっころカンパニー認定）
（対象：土木・建築・法面・舗装）

提出書類不要

⑩女性の活躍促進（しまね女性の活躍応援企業登録）
（対象：土木・建築・法面・舗装）

提出書類不要
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４，添付書類（県内業者）島根県特別点関係 【手引き個別編 P.11〜P.20参照】
特別点項目 提出書類（郵送による提出）

⑪雇用の確保（若年者雇用及び継続雇用）
（対象：土木・建築・法面（右記(3)は対象外）・

舗装（右記(3)は対象外））

【(1)申請日前の３年間において、雇用時点の年齢が２９才以下の若年者を正規職員として雇用】
①様式７号
②「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」又は「雇用開始日が確認出来る書類」（写）
③「就労証明書」又は「申請日の前月分の賃金支払台帳（写）」又は「源泉徴収簿（写）」

【(2)令和４〜６年度名簿に新規雇用者として加点を行った者の継続雇用】
①様式７号
②「健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書（直前３年度分）」又は

「雇用開始日が確認出来る書類」（写）
③「就労証明書」又は「申請日の前月分の賃金支払台帳（写）」又は「源泉徴収簿（写）」
④令和４〜６年度名簿申請時に提出した様式７号

【(3)平成３１・３２（R3）年度名簿に新規雇用者として加点され令和４〜６年度名簿に継続雇用
した者について新たな資格を取得】

①様式７号
②「健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書（直前５年度 分）」又

は「雇用開始日が確認出来る書類」（写）
③「就労証明書」又は「申請日の前月分の賃金支払台帳（写）」又は「源泉徴収簿（写）」
④前回、前々回の申請時に提出した様式第７号 （２回分）
⑤建設業法に係る主任技術者になれる資格等（別添「監理技術者又は主任技術者となり得る国

家資格等」参照および１・２級建設業経理士）の合格証（写）および資格者証（写）

⑫建設産業の中長期的担い手確保に資する活動
（対象：土木・建築・法面・舗装）

申請日前の３年間に「学校支援企業等」の登録事業所として、職場体験等の活動した実績（3 年間
に 1 回以上）について、学校長が証明した書類（写）

⑬除雪業務
（対象：土木・舗装）

過去 3 年間（令和4年度、令和5年度、令和6年度）に国または地方公共団体（県・県内市町村）と
除雪委託業務（凍結防止剤散布を含む)委託を契約した実績がある場合、それぞれの年度に対し１
通ずつ契約書（写）を添付。
※ただし、県土整備事務所（県土整備局）との契約のうち、令和4年度、令和5年度に関する書類は
不要。
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４，添付書類（県内業者）島根県特別点関係 【手引き個別編 P.11〜P.20参照】
特別点項目 提出書類（郵送による提出）

⑭防災協定（県防災、家畜伝染協定締結）
（対象：(1)〜(4)土木・建築・法面・舗装

(5)〜(7)建築）

【(1)県と防災協定締結している団体に加盟】
加入証明書（申請日前３ヶ月以内のもの有効）

【(2)県と家畜伝染病発生時の対応対策協定の締結した団体に加盟】
加入証明書（申請日前３ヶ月以内のもの有効。(1)と併記しているもので可）

【(3)上記団体に未加入者が県の要請より災害時の緊急対応を実施】
災害時地域貢献申告書（様式第６号）

【(4)各市町村が認定する消防団協力事業所】
提出不要

【(5) 「島根県地震被災建築物応急危険度判定士派遣協力事業者」に登録】
登録証（写）

【(6) 「島根県地震被災建物応急危険度判定士」を常勤として雇用】
登録証（写）及び健康保険 証（写）等、常時雇用が確認できる書類を最大で２名分

【(7) 「島根県被災住宅応急復旧相談員」を常勤として雇用】
相談員証（写）及び健康保険証（写）等、常時雇用が確認できる書類を最大で２名分

⑮ボランティア活動 （ハートフルしまね）
（対象：土木・建築・法面・舗装）

①登録時に県土整備事務所等から交付される「愛護団体認定証」（ハートフルしまね）の写し
②過去 3 年間における活動実績「様式第９号」
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５，準地域内
１）概要

島根県建設工事入札参加資格の認定を受けた者のうち、指名競争入札参加者の選定及び随意契約の相手方とする者の選定に
おいて、島根県外に主たる営業所を有する者を「県外業者」と規定し、このうち、一定の条件を満たす者を「準地域内（準県
内）業者」として認定し、「県外業者」より優先して選定することとしています。

ただし、準地域内（準県内）業者の認定においては、該当する県内営業所において有する業種のみについて認定することと
していますのでご注意ください。

２）認定条件
・県外業者のうち、建設業法第３条に規定する営業所を島根県内に有する者。
・電気工事業及び管工事業にあっては、島根県建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱第３条の規定に基づく知事の認定

日において、島根県内市町村に住民登録がされており、当該業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者（電気工事
業：１級又は２級電気工事施工管理技士、管工事業：１級又は２級管工事施工管理技士）を、島根県内の営業所に１０名以
上配置している者であること。

・なお、当該営業所における、島根県との契約締結等権限の有無は問いません。
３）申請手続き

・準地域内（準県内）業者認定申請書［建設工事］

・電気工事業においては１級又は２級電気工事施工管理技士、管工事業においては１級又は２級管工事施工管理技士の記載し
た有資格者の資格合格証及び「直接的かつ恒常的な雇用関係」確認書類として、健康保険被保険者証の写しを添付

・令和７年１月１６日（木）まで

P.33


